
鈴鹿市告示第３１号 

平成２６年鈴鹿市告示第２２５号（指定金融機関の取り扱う収納の事務の一部を取

り扱う金融機関の指定）の一部を次のように改正し、令和８年３月１日から施行する

。 

令和８年２月２７日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第

168条第４項の規定に基づき本市の指定金融機

関の取り扱う収納の事務の一部を取り扱う金融

機関を次のとおり指定し、平成26年10月１日か

ら施行する。 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第

168条第４項の規定に基づき本市の指定金融機

関の取り扱う収納の事務の一部を取り扱う金融

機関を次のとおり指定し、平成26年10月１日か

ら施行する。 

なお、昭和57年鈴鹿市告示第53号は、廃止す

る。 

なお、昭和57年鈴鹿市告示第53号は、廃止す

る。 

 
金融機関名 事務取扱店舗名 

  
金融機関名 事務取扱店舗名 

 

 
 本店、全支店及

び全出張所 

  
株式会社三十三銀行 本店、全支店及

び全出張所 

 

 
 

  
株式会社百五銀行 

 

 
北伊勢上野信用金庫 

  
北伊勢上野信用金庫 

 

 
  略  

  
  略  

 

 
  略   略 

  
  略   略 

 

備考 備考 

 １ 株式会社三十三銀行又は株式会社百五

銀行は、いずれか１行が２年ごとに交互

に取り扱うものとする。 

１・２  略 ２・３  略 


